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１ はじめに 
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 大阪市では、家庭系ごみ収集輸送事業についてより一層のコスト削減を図るため、平成24年6月19日
に開催された第14回府市統合本部会議において、経営形態の見直しに係る基本的方向性を取りまとめ、
平成26年度中の本事業の民間化と現業職員の非公務員化を目指すこととなった。 

 平成24年8月からは、弁護士や公認会計士といった外部の専門家、及び都市制度改革室など他部局

の参画も得て、環境局内に「家庭系ごみ収集輸送事業の経営形態に係るプロジェクトチーム」を設置し、
家庭系ごみ収集輸送業務及び当該業務に従事している現業職員の受皿（移管先）となる組織の設立、
並びに、非公務員化を実現するための課題や手法等について議論・検討を重ねてきた。 

 その検討過程においては、民間事業者等に対して、「対話型」の市場調査であるマーケット・サウン
ディングを本市で初めて実施し広く提案を募集するなど、これまで直営で実施してきた家庭系ごみの収
集輸送事業の経営形態の変更を実現するため、具体的かつ実現可能な案の策定に向けた取り組みを
進めた。 

 その結果、平成24年12月にはマーケット・サウンディングとそれを踏まえて議論・検討してきた内容の

要点を「家庭系ごみ収集輸送事業の経営形態に係るマーケット・サウンディング（市場調査）結果」として
とりまとめるとともに、平成25年1月に「経営形態の変更に係る方針（素案）」を策定した。 

 策定した素案について、今般、市会での議論等を踏まえて、「家庭系ごみ収集輸送事業の経営形態変
更に係る方針（案）」とするものである。 
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 （１） 廃棄物の処理責任  

法：廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

廃 
 
棄 
 
物 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 事業系の一般廃棄物 

事業者が自らの責任において 
適正に処理しなければならない 

家庭系の一般廃棄物 

（収集輸送事業の民間化を検討） 

法６条の２第１項 

法３条第１項 

一般廃棄物 ⇒ 
市町村がその処理について 

統括的な責任を有する 

 

 産業廃棄物 ⇒  

    

事業者が自ら処理しなければ 

ならない 法１１条第１項 

 一般廃棄物の処理については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により市町
村に統括的な処理責任が課せられている。 



２ ごみ収集輸送事業の現状 

3 

 （２） 廃棄物処理の流れ  

焼却工場 

（９ヶ所） 

 ◇処理能力  170.7万トン 

 ◇年間焼却量 125.2万トン 

       ※処理能力には八尾工場分 

  （7.4万トン）を含む。 

環境事業センター 

◇普通ごみ収集     週２回 

◇資源ごみ収集     週１回 

◇容器包装プラ収集    週１回 

◇粗大ごみ収集（一部委託） 
                申込制 

◇環境整備業務     適 宜 

収集車による収集業務（１１ヶ所） 

家庭系 

許可業者 

事業系 

申込・要望 

一般廃棄物 
（１１８.８万トン／年） 

産業廃棄物 
（６０２.９万トン／年）  ＊４ 

一般搬入等 
（2.0万トン／年） 

資源化（3.9万トン／年） 
選別・資源化は民間委託 

＊３ 

埋立処分 

民・民契約で主に夜間収集 

許可業者搬入 
（69.0 万トン／年） 

定曜日収集 

搬入（46.9万トン／年） 
10kg／日以上有料 

排出指導 

排出・減量指導 

約１３２万世帯 

市の責任で収集・運搬・処理 

産業廃棄物収集運搬許可業者 

１,２９０業者（大阪市で許可） 

産業廃棄物処分許可業者 

１００業者（大阪市で許可） 

処理処分 

事業所から 
収集 
＊２ 

家庭から 
 収集 
＊１ 

各数値は平成23年度実績 
ただし、産業廃棄物排出量のみ平成22年度実績 

＊１ 10kg未満の事業系は市が収集（無料）                   ＊３ 資源化量には破砕後の金属回収含む 
＊２ アパート・マンション等、家庭系の一部を許可業者が収集（有料）   ＊４  産業廃棄物とは、事業活動により生じた廃棄物のうち、 燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物をいう 

収集は業者が実施し、排出者が負担 

20.9万トン/年 

排出事業者責任の下、民間事業者による処理が基本 

３６４業者 

処理契約 マニフェスト 
（産業廃棄物管理票） 

マニフェスト 
（産業廃棄物管理票） 

処理契約 

約２１万事業所 

収集車両を１台or２台しか所有
していない零細な事業者が全体
の６０％強 

他都市 
（10.3万トン／年） 
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 （３） 一般廃棄物の処理 

区分 収集輸送 焼却 埋立 

家庭系の 
一般廃棄物 

直営（現業職員）による 
収集輸送及び中継地管理 

市施設 
（焼却工場） 
で処理 

 
 
 
（ただし、事業系は
有料で処理） 

市施設（北港 
１区）で処分 

事業系の 
一般廃棄物 

許可業者による収集運搬 

この範囲の業務を民間化 

  大阪市では、一般廃棄物の収集輸送業務のうち家庭系は主に直営で実施し、事業
系は主に許可業者が実施している。 
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 （４）  ごみ処理量の推移と主なごみ減量施策 

52 47 45 43 43 

94 
86 

71 71 71 

2 
2 

2 1 1 

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

ごみ処理量の推移  （単位：万トン） 

148 
135 

118 115 115 

 ◆平成21年度から平成23年度までに重点的に実施した施策 
 

  ■資源集団回収活動の活性化 
   □奨励金の段階的引き上げ（H21.4～） 
   □各戸回収方式の全市拡大（H22.7～） 
  ■紙パック・乾電池等の拠点回収場所の拡大・情報提供（H21.4～） 
  ■排出事業者と協働した事業系廃棄物の適正区分・適正処理の推進（H21.4～） 
   □焼却工場における搬入物検査の強化 
   □搬入不適物排出事業者・搬入業者への個別指導・啓発の実施 
  ■ごみ減量・リサイクルの実践に向けた働きかけ（H21.4～） 

 ■事業系廃棄物の適正区分 
    ・適正処理に向けた取組（H20.8～） 
  □「事業系ごみの分け方・出し方」の 
         市内約20万事業所への配付 
  □相談窓口開設、各局・区への説明会 等 

 ■「中身の見える袋」による 
     排出指定制度の導入（H20.1～） 

事業系ごみ 

環境系ごみ 

家庭系ごみ 

全 体 
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 （５） 新たなごみ減量目標 

   大阪市におけるごみ処理量の推移と主なごみ減量施策は次のとおりである。 
 平成３年度ごみ処理量 ２１７万トン 《ごみ処理量のピーク》 

家庭系ごみ 
 □資源ごみ・容器包装プラスチック分別収集 
 □粗大ごみ収集の有料化 
 □中身の見えるごみ袋の導入    等 

事業系ごみ 
 □大規模建築物に対する減量指導 
 □ごみ処理手数料の見直し 
 □焼却工場における搬入物の検査指導の強化  等 

平成27年度110万トンを前倒しで達成見込み 

平成27年度ごみ処理量 
１００万トン以下 

将来的な減量目標 
ごみ処理量  ９０万トン 

□これまでの取組を継続 
  （分別排出の徹底など普及啓発の強化 他） 
 

□ごみ処理手数料の改定 
 

□古紙類の分別収集 
 

□資源化可能な紙類の焼却工場への搬入禁止 
  （検査･指導強化含む） 
 
□家庭系ごみの有料化 
 

□将来的な人口の減少に伴うごみ量の減少 
 

□焼却工場に搬入する際のごみ処理手数料の改定 等 

平成22年度ごみ処理量 １１５万トン 《ピーク時からほぼ半減》 

大阪市では、新たなごみ減量目標を定め、更なるごみ減量に向け施策を継続・強化する。 



項目 収集品目など 収集頻度 収集量（年） 

普通ごみ収集 台所ごみ、せとものなど ２回／週 約４１．２万ｔ 

資源ごみ収集 空き缶、空きびん、ペットボトルなど １回／週 約２．５万ｔ 

容器包装プラスチック収集 プラスチック製の容器包装廃棄物 （ボトル、袋など） １回／週 約１．９万ｔ 

粗大ごみ収集 家具や家庭電化製品等 （家電リサイクル法の対象品目は除く。一部地域で業務委託を実施） 有料・申告制 約１．２万ｔ 

小物金属類収集 アイロン、携帯電話、傘など （平成23年10月から３区で実施） 無料・申告制 （半年）約３ｔ 

環境ごみ収集 不法投棄されたごみなど 随時 約０．７万ｔ 

古紙・衣類収集 新聞・段ボール・紙パックなど （平成25年２月から６区で実施、平成25年10月から全市域で実施予定） ２回／月 

死獣（犬、猫） 
胞衣汚物収集 

犬、猫等の死体胞衣（胎盤等）、人体四肢、内臓など 随時 約２万９千件 

拠点回収 
（所定の受付場所で回収） 

紙パック、乾電池、蛍光灯管・水銀体温計、インクカートリッジ、マタニティウェア・
ベビー服・子ども服 

随時 約０．０３万ｔ 

中継地管理 資源ごみ、プラスチック製の容器包装廃棄物の中継地（集積場所）の管理 

ふれあい収集 
一人暮らしのおとしより等で、ごみの持ち出しが困難な方々を対象として、家庭ま
で収集に伺う 

申込制 
随時又は定期 

車両整備 上記各収集作業に使用する小型パッカー車等の車検、定期整備、修理等 

２ ごみ収集輸送事業の現状 
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 （６） ごみ収集品目の分類及び収集頻度 
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 （７） 大阪市の収集体制  

5人 

82人 

264人 

522人 
567人 

372人 

144人 

25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～60歳 

現 業 職 員 の 年 齢 構 成 

職員数 

現業職員 
・ 人   数  １，９５６人 （平成２４年４月１日現在） 

・ 平均年齢   ４５．４歳 

   大阪市における家庭系一般廃棄物の収集輸送業務に携わる現業職員の概要は次のとおりである。 

 ① 職員及び事業コストについて 

 （ⅰ） 職員 
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 （７） 大阪市の収集体制  

事業コスト 
・ 人件費    １９０億円 

・ 物件費      １３億円 

  大阪市における家庭系一般廃棄物の収集輸送に係る事業コストは、大半を人件費が占めており、
そのほとんどは税により賄っている。 

  ① 職員及び事業コストについて 

平成２３年度事業コスト （ごみ処理量115万トン） [ 単位：億円]  

 （ⅱ） 事業コスト （平成２３年度ごみ処理原価より算出） 

支出金額 
  （203億円） 

（ごみ種別内訳） 

（性質別内訳） 

財源内訳 5 

13 

22 

198 

190 

20 30 21 21 89 

その他    環境      容プラ        資源    粗大                普通ごみ  

物件費                               人件費 

使用料・手数料                       税負担 
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ごみ収集及び処理等部門別人件費の推移 

26,483 
24,452 

22,478 
20,360 19,588 18,684 17,940 17,610 

9,308 

8,277 

7,658 

6,707 
6,409 

5,847 
5,676 5,539 

2,150 

2,040 

1,912 

1,771 
1,695 

1,687 
1,687 1,785 

H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度

▲34％ 

▲40％ 

▲17％ 

▲34％ 

Ｈ16年度比増減 

収集部門 

処理部門 

管理部門 

全体 

32,048 

28,838 
27,692 

26,218 
24,934 

37,941 

34,769 
（単位：百万円） 

 （７） 大阪市の収集体制  
  ① 職員及び事業コストについて 

 ごみ収集及び処理等部門別人件費の推移は次のとおりであり、年５％程度の総人件費の削減に
努めてきた。 

 （ⅲ） 総人件費の推移 

25,303 



2,687 2,618 
2 ,505 2,465 2 ,354 2,242 2,184 2,103 

866 
834 

768 747 

684 
664 

645 
625 

216 
214 

204 
195 

195 
199 

198 
195 

H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

作業の効率化によ
る業務執行体制の
見直しにより、全体
的に人員削減を
行った。 

3,769 

  3,477 
 3,407 

  3,233 
 3,105  3,027 

▲22％ 

▲28％ 

▲10％ 

▲22％ 

H17年度比増減 

収集部門 

処理部門 

管理部門 

全体 
  3,666 

（単位：人） 
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 （７） 大阪市の収集体制  

業務執行体制の見直しと採用凍結、転任制度の活用などにより、年３％程度の人員削減を行ってきた。 

ごみ収集及び処理等部門別人員の推移 

  ① 職員及び事業コストについて 

 2,923 

 （ⅳ） 職員数の推移 



531.3万円 

403.5万円 

663.7万円  

環境局職員 
[技能職員] 
（H23.4） 

平均年齢 45.3歳 

全国平均給与 
（年齢・勤続年数補正） 

平均年齢 45.3歳 
平均勤続年数 18.8年 

全国平均給与 
（民間類似職種試算値） 

平均年齢 44.6歳 
平均勤続年数 9.3年 

２ ごみ収集輸送事業の現状 
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 （７） 大阪市の収集体制  
  ① 職員及び事業コストについて 

資料：「大阪市の定員・管理等の状況」（大阪市人事室作成資料 平成２３年度版）から抜粋して作成 

民間給与と環境局職員（技能職員）給与との比較 （年収） [平成２３年度] 

 （ⅴ） 職員給与単価 



２ ごみ収集輸送事業の現状 
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 （７） 大阪市の収集体制 

大阪市では、市内１１か所に
ある環境事業センターがそれぞ
れ１～３行政区の収集輸送業務
を実施している。 

 ② 環境事業センターについて 

東北センター 

北部センター 

中部センター 
出張所 

東部センター 

中部センター 

東南センター 

西南センター 

西部センター 

西北センター 

森之宮工場 

八尾工場 

平野工場 

舞洲工場 

西淀工場 

東淀工場 

淀川区 

西淀川区 

東淀川区 

旭区 

都島区 

北区 

福島区 

此花区 

港区 

西区 

中央区 

城東区 
鶴見区 

東成区 

天王寺区 生野区 

浪速区 大正区 

西成区 

阿倍野区 

平野区 

東住吉区 

住吉区 

住之江区 

城北センター 

鶴見工場 

南部センター 住之江工場 

大正工場 

東北環境事業センター 
淀川区・東淀川区 
現業職員数213人 

城北環境事業センター 
旭区・城東区・鶴見区 
現業職員数233人 

北部環境事業センター 
北区・都島区 

現業職員数132人 

西北環境事業センター 
福島区・此花区・西淀川区 

現業職員数190人 

東部環境事業センター 
東成区・生野区 
現業職員数167人 

東南環境事業センター 
平野区 

現業職員数159人 

中部環境事業センター 
天王寺区・東住吉区 
現業職員数160人 

西南環境事業センター 
住之江区・住吉区 
現業職員数185人 南部環境事業センター 

阿倍野区・西成区 
現業職員数235人 

西部環境事業センター 
西区・港区・大正区 
現業職員数167人 

中部環境事業センター出張所 
中央区・浪速区 
現業職員数115人 

平成２４年４月１日現在 

東へ6㎞ 



２ ごみ収集輸送事業の現状 

 （７） 大阪市の収集体制 

（センターにおける研修担当統括：センター全体1名）

資源

容プラ

企画調整担当主任
（技能統括主任相当）

普及啓発

市民協働

企画調整担当主任
（部門監理主任相当）

企画調整担当主任
（業務主任相当）

部門監理主任 業務主任

技能統括主任 行政区 部門監理主任 普通ごみ

市民協働

ふれあい

企画調整担当主任
（部門監理主任相当）

普及啓発

業務主任

業務主任

業務主任

環境整備

企画調整担当主任
（部門監理主任相当）

部門監理主任

部門監理主任

業務主任

業務主任

業務主任

技能統括主任

担当係長 庶務全般

粗大

中継地

安全管理

事故

企画調整担当主任
（部門監理主任相当）

研修

コンプライアンス

企画調整担当主任
（技能統括主任相当）

研修

所長 副所長

担当係長 安全衛生・研修

減量美化・業者指導

担当係長

総合担当

コンプライアンス

排出指導・減量啓発

担当係長

平成２４年４月１日現在 

環境事業センターの組織機構図は次のとおりである。 

 ③ 管理体制について 
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0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

大阪 広島 神戸 京都 横浜 名古屋 仙台 北九州 川崎 福岡 札幌 

主な政令指定都市の普通ごみ収集車両構成状況 （平成２３年４月１日現在） 

軽四 小型 中型・大型 内訳不明 

２ ごみ収集輸送事業の現状 

 （７） 大阪市の収集体制 

車両台数 ７４８台  （平成２４年４月１日現在） 

    （内訳） 

軽四輪車（0.35ｔ）         ３２３台 

小型プレス車（2ｔ）      ２２８台 

小型パッカー車（2ｔ）    １１１台 

小型四輪車（2ｔ）        ３４台 

中型パッカー車（2.4ｔ）      １５台 

小型貨物車（0.7ｔ）         ８台 

大型トラック（6ｔ）         ７台 

ショベルローダー        ２２台 （中継地内） 

 大阪市では、市域が狭小かつ市街化が進んでいることから、主として小型車両（軽四輪車・
小型プレス車等）を使用している。 

 ④ 車両について 
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２ ごみ収集輸送事業の現状 

 （８） 一般廃棄物収集運搬許可業者の現状 

 大阪市では、収集車両が２台以下という小規模業者が多い。 

16 

保有台数別収集状況 (平成23年度、事業系ごみ) 

11台以上 

6～10台 

3～5台 

2台 

１台 
46.2％ 
(168社) 

20.6％ 
(75社) 

23.1％ 
(84社) 

8.0％ 
(29社) 

2.2％ 
(8社) 

16.1％ 
(11.1万㌧) 

27.4％ 
(18.9万㌧) 

31.2％ 
(21.5万㌧) 

12.5％ 
(8.6万㌧) 

12.8％ 
(8.8万㌧) 

車両台数 許可業者数 収集量 

364社 69.0万㌧ ※（四捨五入のため合計が合わない） 

 収集車両を１～２台しか所有し

ていない小規模事業者が全体の

２／３を占めており、その事業者

の収集量の割合は、１/４程度と

なっている。 



３ ごみ収集輸送事業の課題と対応策 
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 （１） 事業の仕分けと検討プロセス 

ごみの収集輸送業務 

・普通ごみ収集 
・資源ごみ収集 
・容器包装プラスチック収集 
・粗大ごみ収集 
・環境整備 

・普及啓発 
・規制指導 
・委託業務の検収 

民間で実施可能 

・民間委託の拡大 
 

・現業職員の非公務員化    

行政（基礎自治体）が実施 

業務の仕分け 

 家庭系ごみ収集輸送事業については、主に直営で実施しており一層のコスト削減が必要である。ま
た、民間委託を導入しているが、退職不補充の手法で行っており改革のスピード感に欠ける。 

 そこで、「民でできることは民へ」の視点に基づき民間で実施可能な業務については、「事業の民間
化」及び「現業職員の非公務員化」を進めることとする。なお、普及啓発や規制的な業務については、
引き続き行政で実施する。 

 なお、本事業のコストは大半を人件費が占めており、職員１人当たりの平均給与についても民間類
似職種の従業員に比べ高いことから、上記の取り組みに併せて、給与制度の見直しについても取り組
む必要がある。 



３ ごみ収集輸送事業の課題と対応策 
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 （２） 第14回 府市統合本部会議で確認された基本的方向性 

  

 ② その後、業者育成を図りつつ民間委託を拡大し、可能 

     な限り早期に完全民間化（市場開放・競争化）を図る 

  ① 受皿組織設立時に現業職員の非公務員化を図る 

     ※受皿組織設立にあたっては、民間活用を主体とした 

     運営形態を優先的に検討する 

基本的方向性 

 平成２４年６月１９日に開催された第１４回府市統合本部会議において、次の２点が基
本的方向性として確認された。 



３ ごみ収集輸送事業の課題と対応策 
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 （３） 基本的方向性のイメージ 

受皿組織 

   基礎自治体（区等） 

他局等への職員移管など 

競争入札 

自治体 
 

（直営中心） 

現 状 一定期間の随意契約 完全民間化 

民間委託 

民間委託 

民間事業者 

民間事業者 

民間事業者 

民間事業者 

受皿組織 
設立 

民間事業者 
（受皿組織） 

 
受皿組織 

 
現業職員の 
非公務員化 

民間委託の拡大 

（許可業者の 
   体質強化） 

随意契約業務を 
順次縮小 

 前ページの基本的方向性をイメージ図として表わすと次のとおりとなる。 


